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Ⅰ 施設の概要 

 

１ 施設概要 

（１）江東区有明子ども家庭支援センター 

所 在 地   江東区有明二丁目１番８号 有明ガーデン１階 

施設面積   延床面積 ５６６．９㎡ 

構  造   鉄骨造一部鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造の 

１階部分 

 設置時期   令和２年４月１日 

 

２ 指定期間 

 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

 

Ⅱ 指定管理者（候補者） 

 

１ 指定管理者（候補者）の概要 

 

（１）名 称   社会福祉法人 景行会 

所在地   東京都町田市藤の台一丁目１番５６号 

設立    昭和４５年１０月１３日 

代表者   齋藤 彰平 

従業員数  正規職員 １１０名  非正規職員 １４４名 

事業実績  （区内）４施設 

      （区外）６施設 
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Ⅲ 選定方法 

 

１ 公募選定の方法  

（１）第１次審査 

応募申込み時に提出された法人に関する書類、経営状況を証明する書類、施設

の管理運営に係る書類を部会員８名が評価基準に基づきそれぞれ評価し、その平

均値より総合的な審査を行った。その結果、応募のあった１法人について、配点

の６割以上の得点を獲得したため、第１次審査を通過した。 

 

（２）第２次審査 

第１次審査を通過した同法人に対して、現地視察・ヒアリング及びプレゼンテ

ーションを実施し、現地視察・ヒアリングは部会員８名が、プレゼンテーション

は部会員７名が評価基準に基づきそれぞれ評価し、その結果、同法人は、第１次

審査と第２次審査の総得点が配点合計の 6 割以上、B 評価を獲得したため、選定

評価委員会に推薦する指定管理者（候補者）として選定した。 

 

 

２ 選定の経過 

 

 日 付 会 議 名 内 容 

令和6年 4月 17日 第１回指定管理者選定評価委員会子

ども家庭支援センター専門部会 

募集要項(案)、選定基準(案)、評価

基準(案)の決定 

令和 6年 5月 15日 令和６年第１回公の施設に係る指定

管理者選定評価委員会 

募集要項、選定基準、評価基準の決

定 

令和 6年 5月 21日  募集要項の配布開始 

令和 6 年 6 月 7 日  募集説明会 

令和 6年 5月 21日

～6 月 21 日 

 指定申請書類募集 

令和 6 年 7 月 8 日 第２回指定管理者選定評価委員会子

ども家庭支援センター専門部会 

第一次審査通過法人決定 

令和 6年 7月 17日 

・23 日 

 第一次審査通過法人運営施設審査 

令和 6年 7月 24日  第一次審査通過法人プレゼン審査 

令和 6 年 8 月 2 日 第３回指定管理者選定評価委員会子

ども家庭支援センター専門部会 

選定評価委員会に推薦する候補者選

定 
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３ 第２次審査の結果（現地視察・ヒアリング審査、プレゼンテーション審査） 

 項  目 配 点 (社福)景行会 

現地視察・プレゼンテーション 

１ 利用者対応全般 280 231 

２ 管理・運営体制 640 474 

３ 運営・受託する姿勢や意欲 40 32 

二次審査全体 

４ 二次審査を通じて 40 30 

合計得点  

※少数点第 1 位で四捨五入 
1,000 

767 

（76.7%） 

 

４ 総合結果 

評 価 項 目 合計点 景行会 

第１次審査 1,000 759 

第２次審査 1,000 767 

 合  計 2,000 1,526 

評価段階 B 

 

５ 専門部会としての意見 

応募事業者 専門部会としての意見 

社会福祉法人 景行会 

 

 

 

 

転出入による人の入れ替わりが多く、また、乳

幼児人口が多い臨海部の地域性を的確に把握し、

保護者の多様なニーズに合わせたプログラムを

開催する等、地域の子育て支援拠点となるような

事業運営がなされている。 

また、常にこども一人ひとりの様子に注視しな

がら思いや興味関心を汲み取り、こどもにとって

不利益が生じないように努めており、こどもの権

利を尊重しようとする姿勢も評価できる。 

 実績を通じて積み上げてきた施設運営ノウハ

ウや的確な地域課題の把握等、いずれの点におい

ても評価が高く、今後５年間の良好かつ安定的な

運営が期待できる。 
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江東区有明子ども家庭支援センター指定管理者選定基準 

 

指定管理者の候補者の選定に当たっては、江東区公の施設に係る指定管理者の指定

手続きに関する条例第５条の規定により、次に掲げる選定基準に照らし総合的に審査

し、最も適当と認める法人等を選定するものとされています。 

（１）利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること 

（２）公の施設の効用を最大限に発揮するものであること 

（３）公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるもので

あること 

（４）公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ていること 

（５）その他区長等が必要と認める事項 

 

 これらに基づき、今回、応募された申請については、次の項目に基づき審査を行い

ます。 

 

（１）利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること 

（２）子ども家庭支援センターの効用を最大限に発揮するものであること 

（３）子ども家庭支援センターの適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減 

が図られるものであること 

（４）子ども家庭支援センターの管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模 

及び能力を有していること 

（５）子ども家庭支援センターの事業計画が地域の特性を理解し、地域と連携したも 

のであること 

※子育て支援・虐待予防を目的として以下の点を評価において重視する。 

 ①地域における見守り支援機能（育児不安家庭へのアウトリーチ活動等）の 

強化 

 ②地域資源となる人材（ボランティア）の育成及び活用 
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指定管理者選定候補法人の審査手順について 

 

子ども家庭支援センター専門部会 

 

１ 審 査 

応募資格、及び指定条件を満たす法人について、次の順に２つの方法をもって審査を行うこ

ととする。 

 

（１） 第一次審査（書類審査） 

専門部会員は、「江東区有明子ども家庭支援センター指定管理者募集要項」に基づき提出さ

れた書類のうち、主に、法人に関する書類、経営状況を証明する書類、事業計画書、収支計

画書等をもとに、提案内容及び法人についての審査を行う。 

 

（２） 第二次審査（実地審査・ヒアリング、プレゼンテーション） 

専門部会員は、第一次審査を通過した法人が運営する施設の実地審査（運営状況の調査及

びヒアリング）を行う。また、法人からプレゼンテーションを受け、その結果に基づき審査

を行う。 

 

２ 評  価 

（１） 得点の計算方法については、以下のとおりとする。 

第一次審査（書類審査）及び第二次審査（実地審査・ヒアリング、プレゼンテーション）

のそれぞれについて、審査を行った部会員の全員の平均得点（小数点第一位を四捨五入）

を、当該法人の得点とする。 

 

（２） 評価は次の方法をもって行うこととする。 

① 第一次審査の配点の６割以上の得点を獲得した法人のうち、上位三法人程度を、第

一次審査通過法人とする。 

② 第一次審査と第二次審査の合計得点を持って、当該法人の総得点とする。 

③ 第一次審査と第二次審査の配点合計の８割以上の総得点を獲得した法人をＡ評価、

６割以上をＢ評価、６割未満をＣ評価とする。 

 

（３） 専門部会における選定について 

本部会は、Ｂ評価以上の法人を公の施設に係る指定管理者選定評価委員会に選定候補法人

として報告する。 

選定候補法人の推薦順位は、Ａ評価の総得点順に第1位から順位をつけ、引き続きＢ評価

の総得点順に順位をつける。 

なお、総得点が同点であった場合は、第二次審査でより高い得点を得た法人を選定候補法

人とする。 

 

３ 評価基準 

別紙「江東区有明子ども家庭支援センター指定管理者評価基準」のとおり 
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